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議
案
集
九
十
号

三
朝
町
営
住
宅
穀
盤
及
び
管
理
咋
関
す
る
条
例
の
T
離
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
か
わ
三
朝
町
営
住
宅
設
健
及
び
管
理
に
幽
す
る
条
例
の
1
軸
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
で
､
地

方
自
治
蔭
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
一
嶺
の
規
定
に
よ
わ
､
本
議
会
の
議
決

を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
五
年
九
月
二
十
七
巳
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飴
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七
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Z
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三
朝
町
条
例
界

早

三
朝
町
営
亘
宅
鼓
麿
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
1
敵
を
改
正
す
る
条
例

三
′
朝
町
営
住
宅
静
態
及
び
管
姓
に
鱒
す
る
条
例
(
昭
和
t
e
L
十
五
年
三
朝
町
束
例
撃
一
J
+
六
号
)
の
一
部
を

次
の
は
ぅ
に
改
正
す
る
｡

第
六
条
第
1
･
号
に
次
の
た
だ
し
番
を
加
え
る
.

た
だ
し
､
.
次
襲
Q
/
 
*
(
身
頂
上
又
近
称
神
-
L
S
針
あ
る
紅
常
時
の
介
-
必
襲
与

る
者
で
そ
の
町
営
住
宅
へ
の
入
居
が
そ
扱
者
の
実
情
と
鼎
ら
し
適
切
で
な
い
と
観
め
ら
れ
る
も
の
を
鹸
く
｡
)

ヽ

に
あ
っ
て
綻
､
こ
の
限
り
で
夜
い
｡

1

●

イ
　
六
十
歳
(
女
子
に
つ
S
て
峰
へ
　
五
十
歳
)
以
上
の
者

口
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
学
撃
盲
八
±
二
号
)
第
十
五
発
露
四
項
の
規
定
に
ょ
少

交
付
を
受
け
た
身
体
鯨
嘗
者
手
帳
終
身
年
上
の
障
害
が
あ
る
者
と
し
て
記
廟
卓
れ
て
S
る
者
で
当
飲
手
.

板
に
記
戦
さ
i
'
て
S
る
身
体
上
の
障
害
の
種
皮
が
身
休
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
厚

生
省
令
第
十
五
号
)
別
表
第
五
号
の
一
級
か
ら
四
級
ま
で
で
あ
る
も
の
｡

ハ
　
戦
傷
病
者
特
別
摸
護
法
(
職
和
三
十
八
年
法
律
第
盲
六
十
八
毎
)
幾
四
条
ゐ
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者



●

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
当
鞍
手
板
に
記
離
さ
れ
て
S
る
身
体
上
の
障
害
の
程
匿
が
恩
給
法
(

大
正
十
二
年
法
律
簸
四
十
八
号
)
別
表
第
.
1
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
又
は
同
法
別

表
第
1
号
表
ノ
三
の
寮
l
款
症
で
あ
る
も
の
o

ニ
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
膚
に
鱒
す
る
駐
韓
蒜
和
三
十
二
年
鎮
律
第
四
十
一
号
)
第
八
条
ノ
第
1
項

の
親
愛
に
よ
る
謄
生
大
臣
の
辞
定
を
受
け
て
S
る
者

ホ
　
生
活
保
夢
法
J
(
碑
和
二
十
五
年
法
律
第
百
的
十
四
号
)
‥
第
六
条
簡
1
項
に
規
定
す
る
被
保
諦
者

＼
へ
　
海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
S
濠
S
t
も
の
｡

･
第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
d

･
1
　
前
額
第
1
号
た
だ
し
事
の
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
S
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
常
噂
の
介
諸
を
必
豪
と
す

る
者
で
そ
の
町
営
住
宅
へ
の
入
居
が
そ
の
者
の
実
情
把
照
ら
し
適
切
で
な
S
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判

定
は
､
町
長
が
行
う
｡

･
Y
)
,
第
l
項
第
1
号
鹿
た
だ
し
番
に
約
定
す
え
者
の
入
居
を
認
め
る
町
営
住
宅
の
規
格
は
､
屠
専
教
が
二

｢

重
以
下
丈
娃
'
そ
め
住
戸
専
用
面
積
が
二
十
九
平
方
米
以
下
の
親
横
の
.
住
宅
'
(
以
下
｢
小
規
模
住
宅
｣
と

叶
う
｡
)
と
す
る
.
た
だ
し
､
こ
れ
に
i
i
り
襲
い
場
合
に
壮
'
町
長
が
別
に
定
め
る
規
格
の
住
宅
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
｡
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飴
八
条
鮮
1
顔
中
｢
こ
え
る
｣
を
｢
適
え
る
｣
に
改
め
､
｢
次
む
各
号
に
渉
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
｣
の
下

に
｢
そ
の
者
が
住
宅
に
幽
窮
す
る
爽
歌
に
応
七
適
切
を
規
模
､
穀
備
又
は
間
取
少
の
町
営
住
宅
に
入
居
す
る

こ
と
価
で
き
る
よ
.
サ
配
厳
し
､
｣
を
加
え
､
何
条
同
項
空
言
中
｢
又
は
聞
取
且
を
｢
､
準
備
又
按
間
敬

少
｣
に
改
め
､
同
条
向
項
観
四
号
中
｢
貴
｣
を
｢
貸
め
｣
に
改
め
､
何
条
撃
一
旗
中
｢
融
壌
各
号
に
規
定
す

/

み
者
｣
を
｢
前
項
の
規
定
に
よ
歩
選
考
し
た
者
｣
に
改
め
る
O

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡


